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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第48期 

第３四半期累計期間 
第49期 

第３四半期累計期間 
第48期 

会計期間 
自平成29年４月１日 
至平成29年12月31日 

自平成30年４月１日 
至平成30年12月31日 

自平成29年４月１日 
至平成30年３月31日 

売上高 （千円） 3,648,144 4,298,736 5,175,417 

経常利益 （千円） 460,770 616,153 685,836 

四半期（当期）純利益 （千円） 318,423 431,073 468,354 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － 

資本金 （千円） 477,300 477,300 477,300 

発行済株式総数 （株） 5,120,000 5,120,000 5,120,000 

純資産額 （千円） 5,266,510 5,601,597 5,403,844 

総資産額 （千円） 6,177,782 6,548,606 6,583,941 

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 62.20 84.21 91.48 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益 
（円） － － － 

１株当たり配当額 （円） － － 46.00 

自己資本比率 （％） 85.2 85.5 82.1 

 

回次
第48期

第３四半期会計期間
第49期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

自平成30年10月１日
至平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 35.21 35.08 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．第48期の１株当たり配当額には、東証一部指定記念配当10円が含まれております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期 

会計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等について 

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間における我が国情報サービス業の業況は、経済産業省「特定サービス産業動態統計」によ

ると、前年同月比の月別売上高は、４月より増加と減少を繰り返しており、ＩＴ需要は全体的には前年同期と同様

な状況と推察されます。当社事業分野では、非接触ＩＣを含めたモバイル決済関連の開発案件が増加したことに加

え、サービスロボットの研究開発案件が増加するなど需要環境は好調でした。

こうした傾向の中、当社は、重点テーマであります「先端技術を窮め、オープン・イノベーションで事業成長を

目指す」を実践し増収増益となりました。

ビジネスフィールド（以下、ビジネスフィールドをＢＦと省略）別には、モバイルネットワークＢＦは、移動体

通信事業者向けのサービス系の開発やモバイル決済関連の開発が堅調で、売上高は1,244百万円（前年同期比3.5％

増）となりました。インターネットＢＦは、非接触ＩＣ搭載ソフトウェアの開発が堅調で、売上高は882百万円

（同26.6％増）となりました。社会基盤システムＢＦは、官公庁案件や医療分野の開発が堅調で、売上高は1,109

百万円（同4.8％増）となりました。宇宙先端システムＢＦは、車両自動走行の研究開発案件が堅調だったことに

加え、サービスロボットの研究開発案件が増加し、売上高は1,062百万円（同54.0％増）となりました。

この結果、全社売上高に占める割合では、宇宙先端システムＢＦとインターネットＢＦが上昇し、その他のＢＦ

が低下しております。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高4,298百万円（前年同期比17.8％増）、営業利益566百万円

（同34.9％増）、経常利益616百万円（同33.7％増）、四半期純利益431百万円（同35.4％増）となりました。

 

ビジネスフィールド（ＢＦ）別売上高 

 
 

ビジネスフィールド

前第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日) 

当第３四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

モバイルネットワーク 1,202,514 33.0 1,244,468 29.0

インターネット 696,816 19.1 882,067 20.5 

社会基盤システム 1,058,916 29.0 1,109,666 25.8

宇宙先端システム 689,896 18.9 1,062,535 24.7

計 3,648,144 100.0 4,298,736 100.0

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

- 2 -



ビジネスフィールド（ＢＦ）別受注状況 

ビジネスフィールド 受注高 （千円） 前年同期比（％） 受注残高 （千円） 前年同期比 （％） 

モバイルネットワーク 1,151,508 94.3 280,513 76.5

インターネット 951,468 121.8 302,550 117.2

社会基盤システム 1,110,706 100.9 685,558 90.2

宇宙先端システム 1,147,607 146.8 403,656 136.7

計 4,361,290 112.3 1,672,278 99.5

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2) 経営方針・経営戦略等 

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(4) 研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、62,028千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）

（平成30年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成31年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,120,000 5,120,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 5,120,000 5,120,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年10月１日～

平成30年12月31日
－ 5,120,000 － 477,300 － 587,341

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成30年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成30年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式         700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,116,300 51,163 －

単元未満株式 普通株式       3,000 － －

発行済株式総数 5,120,000 － －

総株主の議決権 － 51,163 －

 

②【自己株式等】

平成30年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

株式会社セック
東京都世田谷区

用賀4-10-1
700 － 700 0.01

計 － 700 － 700 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成30年10月１日から平成30

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

 

３．四半期連結財務諸表について 

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準            0.5％

売上高基準           0.1％

利益基準            0.2％

利益剰余金基準         0.2％
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成30年３月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成30年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,668,999 2,730,817 

受取手形及び売掛金 2,238,102 2,075,302 

その他 81,181 72,386 

流動資産合計 4,988,283 4,878,505 

固定資産    

有形固定資産 53,396 47,519 

無形固定資産 14,880 16,409 

投資その他の資産    

投資有価証券 778,937 884,262 

その他 748,443 721,908 

投資その他の資産合計 1,527,381 1,606,171 

固定資産合計 1,595,658 1,670,100 

資産合計 6,583,941 6,548,606 

負債の部    

流動負債    

買掛金 279,659 238,168 

短期借入金 36,000 121,500 

未払法人税等 168,296 22,441 

賞与引当金 262,000 127,000 

役員賞与引当金 20,620 － 

その他 303,694 292,244 

流動負債合計 1,070,270 801,354 

固定負債    

役員退職慰労引当金 96,084 105,584 

資産除去債務 13,742 13,879 

その他 － 26,190 

固定負債合計 109,826 145,654 

負債合計 1,180,097 947,009 

純資産の部    

株主資本    

資本金 477,300 477,300 

資本剰余金 587,341 587,341 

利益剰余金 4,330,631 4,526,214 

自己株式 △633 △908 

株主資本合計 5,394,640 5,589,947 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 9,204 11,649 

評価・換算差額等合計 9,204 11,649 

純資産合計 5,403,844 5,601,597 

負債純資産合計 6,583,941 6,548,606 
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

売上高 3,648,144 4,298,736 

売上原価 2,639,658 3,114,747 

売上総利益 1,008,486 1,183,988 

販売費及び一般管理費 588,426 617,301 

営業利益 420,060 566,687 

営業外収益    

受取利息 4,391 4,089 

受取配当金 1,180 1,566 

不動産賃貸料 3,092 3,108 

補助金収入 16,213 16,803 

受取出向料 16,395 24,445 

その他 908 928 

営業外収益合計 42,182 50,942 

営業外費用    

支払利息 459 472 

不動産賃貸費用 1,001 1,003 

その他 10 － 

営業外費用合計 1,472 1,476 

経常利益 460,770 616,153 

税引前四半期純利益 460,770 616,153 

法人税、住民税及び事業税 90,912 119,193 

法人税等調整額 51,433 65,886 

法人税等合計 142,346 185,079 

四半期純利益 318,423 431,073 
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分に表示しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

減価償却費 16,849千円 14,634千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 184,301 36.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

（注）平成29年６月28日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、東証二部市場変更記念配当10円が含まれており

ます。

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月27日

定時株主総会
普通株式 235,490 46.00 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金

（注）平成30年６月27日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、東証一部指定記念配当10円が含まれておりま

す。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

１株当たり四半期純利益 62円20銭 84円21銭

（算定上の基礎）    

四半期純利益（千円） 318,423 431,073

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 318,423 431,073

普通株式の期中平均株式数（株） 5,119,490 5,119,309

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成31年２月７日

株式会社セック 

取締役会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 伊藤 治郎  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 永田 立   印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セック

の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第49期事業年度の第３四半期会計期間（平成30年10月１日から平成30年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セックの平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 


